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仕 様 書 

令和６年度自衛隊佐賀地方協力本部 

鳥栖地域事務所で使用する電気 

作   成 令和６年１月１８日 

作成部隊名 
自衛隊佐賀地方協力本部 

総務課 

 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、令和６年度自衛隊佐賀地方協力本部鳥栖地域事務所で使用する電気について 

規定する。 

 

２ 概 要 

（１）件 名      

令和６年度自衛隊佐賀地方協力本部鳥栖地域事務所で使用する電気 

 

（２）需要場所 

自衛隊佐賀地方協力本鳥栖地域事務所 

佐賀県鳥栖市本町１丁目９６２－１   

 

（３）業種及び用途：官公署（事務所） 

 

３ 仕 様 

（１）供給電気の種類 
   契約種別（低圧電力、従量電灯）は、同等の契約種別及び同等の契約プランを含むものとする。 

供給する電気の再生可能エネルギー比率は設けないものとする。 
 

４ 供給電気方式等 

（１）供給電気方式、供給電圧等 

   

区 分 低圧電力 従量電灯 

供給電気方式 交流三相３線式 交流単相３線式 

供給電圧（標準電圧） ２００Ｖ １００Ｖ 

計量電圧（標準電圧） ２００Ｖ １００Ｖ 

標準周波数 ６０Ｈｚ ６０Ｈｚ 

蓄熱式負荷設備の有無 無 無 

予定契約電力 ５ｋＷ ４ｋＷ 

予定使用電力 ５，２０１kWh ５，４７４kWh 
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（２）令和６年度月別使用予定電力量（ｋＷh） 

 

項 目 

年 月 

使用予定電力量 
備 考 

低圧電力 従量電灯 
内  訳 

平日昼間 休日昼間 夜間 休日数 

令和 ６年 ４月 159 434       9 

令和 ６年 ５月 199  522       10 

令和 ６年 ６月 363  465        10 

令和 ６年 ７月 758  543        9  

令和 ６年 ８月 582  450        10 

令和 ６年 ９月 412  447        11 

令和 ６年１０月 185  457       9 

令和 ６年１１月 380  471        10 

令和 ６年１２月 482  361        9 

令和 ７年 １月 804  426        12 

令和 ７年 ２月 655  468        10 

令和 ７年 ３月 222  430       11 

計 5,201 5,474        

 

※令和６年４月～令和６年１２月予定使用電力量は、令和５年度実績量等を基準に算定 

※令和６年１月～令和６年３月予定使用電力量は、令和４年度実績量等を基準に算定 

※７、８、９、１２、１、２月は夏冬料金 

（注意）この表は、将来の最大需要電力量の数値を示すものではない。 
 

 

（３） 令和５年月別使用実績電力量 
       

  項 目  

 

年 月 

使用実績電力量 備 考 

低圧電力 従量電灯 
内   訳 

休日数 
平日昼間 休日昼間 夜間 

令和 ５年 １月 740 377    12 

令和 ５年 ２月 443 406    9 

令和 ５年 ３月 135 424    9 

令和 ５年 ４月 111 341    10 

令和 ５年 ５月  162 446    13 

令和 ５年 ６月 312 475      8 

令和 ５年 ７月 798 597    11 

令和 ５年 ８月 578 455    9 

令和 ５年 ９月 395 457    10 

令和 ５年１０月 118 456     10 

令和 ５年１１月 324 410    10 

令和 ５年１２月 351 301    11 

計 4,467 5,145     

 

 

（４）使用期間 

    令和６年４月１日００：００から令和７年３月３１日２４：００まで 



                                           ３」 

（５）電力量等の計量 

 

区 分 低圧電力 従量電灯 

自動検針装置 無 有 

電力会社の検針方式 訪問検針 遠隔自動検針 

電力量計構成 

普通電力量計 

Ｓ７３Ｗ形 

東京芝浦電気㈱ 

普通電力量計 

Ｆ２ＴＦ－Ｔｒ形 

ＧＥ富士電機ﾒｰﾀｰ㈱ 

 

 

（６）需給地点（供給地点） 

 

区 分 供給地点特定番号 

低圧電力 09-0000-1306-7731-0000-0000 

従量電灯 09-0000-1306-7631-0000-0000 

 

（７）電気工作物の財産分界点 

    需給地点に同じ。 

 

（８）保安上の責任分界点 

    需給地点に同じ。 

 

５ 検 査 

請求書の受理をもって電気料の検査とする。 

 

６ その他 

（１） 力率は契約期間中１００％を保持する予定 

（２） 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整 
び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金につ 
いては、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

（３） 仕様書に定めのない事項については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模 

需要の標準供給条件による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


